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会 議 録 

会 議 名 令和 4年度第 1回船橋市環境審議会 

事 務 局 環境部環境政策課 

開 催 日 時  令和 4年 6月 29日（水）午後 2時 00分～午後 3時 40分 

開 催 場 所  市役所本庁舎 9階 第 1会議室 

出

席

者 

委 員 
平川副会長、藤井委員、谷合委員、熱田委員、横堀委員、岡委員、 

田島委員、木下委員、竹口委員、岩佐委員、角野委員、横田委員 

事 務 局  
環境政策課 中西課長、大谷課長補佐、吉澤室長、鎌田主査、 

江森係長、河村係長、本間主事、大平主事 

そ の 他  御園生環境部長 

欠

席

者 

委 員 
沼子会長、西廣委員、山本（千）委員、塚原委員、江口委員、 

三𣘺委員、鈴木委員、山本（重）委員 

傍聴者 1名 

議題 （１）第３次船橋市環境基本計画の進捗管理について 

（２）船橋市地球温暖化対策実行計画の中期目標の見直しについて 
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会議経過 

令和 4年度第 1回船橋市環境審議会 

 

大谷課長補佐 ご出席予定の委員の皆様が、お集まりになりましたので、た

だいまから令和４年度第１回船橋市環境審議会を始めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席いただき

まして誠にありがとうございます。 

まず、審議会開会に先立ちまして、先程新たな審議会委員２名の方に

委嘱状を交付させていただきましたことを報告させていただきます。 

新たに審議会委員になられましたお二人の方にご挨拶をいただければ

と思います。 

船橋市中学校長会 高根台中学校 横堀肇之様、よろしくお願いいた

します。 

【横堀委員 ご挨拶】 

   ありがとうございました。 

   続きまして、家庭倫理の会船橋市 岡コマエ様、よろしくお願いいた

します。 

【岡委員 ご挨拶】 

ありがとうございました。 

それでは、本日の審議会における新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策についてご説明いたします。 

会議参加者及び傍聴者におかれましてはマスクの着用をお願いしてい

ます。会議参加者及び傍聴者におかれましては、検温を実施し、体調に

ついて、３７度以上の発熱があるか、または平熱より１度以上超過して

いるか、息苦しさ・強いだるさの症状があるか、咳などの症状があるか

過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国への訪問歴があるかを

確認させていただいております。本日の座席の配置につきましても対人

距離を確保した座席配置を行っています。室内換気のため、出入口は開

放して会議を行います。出入口に手指消毒液を設置し、机・イス等委員

の皆様が触られる箇所につきましては、審議会の前に消毒を行っており

ます。委員の皆様におかれましては、お手数おかけしますが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため、ご協力いただきますようよろしくお

願いいたします。 

本日は議題として、第３次船橋市環境基本計画の進捗管理について、

船橋市地球温暖化対策実行計画の中期目標の見直しについて予定してお

ります。 
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それでは、議題に入る前に、船橋市環境部長御園生より一言ご挨拶申

し上げます。 

 

御園生部長 皆様、こんにちは。環境部長の御園生でございます。本日は暑

い中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。節電対策とし

て、国の方からも電力ひっ迫の話がございます。この点に関しましては、

市民・事業者には特に無理のないようにということで、必要な部分のエ

アコンの使用ということも含めたなかで、必要性を市として周知してい

く所存でございます。 

   本日は、昨年の生物多様性ふなばし戦略の策定の会議以来の会議とい

うことになります。地球環境も含めて大きく環境が変化していくことに

対して、市民の方も含めて行政の役割もこれまで以上に大きくなってい

ると考えているところでございます。 

環境部としましては、昨年、皆さまにご意見いただきました環境基本

計画と温暖化対策実行計画、今年度に入りまして生物多様性ふなばし戦

略、それと、廃棄物の関係になりますが一般廃棄物処理基本計画の４つ

の大きな計画を昨年と今年で新たな策定をしたところです。 

今回は新しく委員になられた横堀校長先生からもお話がありました

が、特に小中学校に対する環境教育ということも重点的に、次世代の子

供たちに対してどのように環境教育を伝えていくのか、未来に対する環

境をどう育むような社会にしていくのかということを念頭に環境対策を

進めていきたいと考えているところでございます。 

本日につきましては、温暖化対策実行計画の中期目標を引き上げたこ

とに対する説明を差し上げたいと思っておりますので、皆さまそれぞれ

のお立場において、専門的なお話というわけではなくて結構ですので、

いろいろ議論をしていただいたものを市の施策に反映させていきたいと

考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

大谷課長補佐 本日の審議会には、委員 20名中 12名の委員の方に出席いた

だいております。沼子会長、西廣委員、山本委員、塚原委員、江口委員、

三橋委員、鈴木委員、山本重委員におかれましては所要により欠席され

ております。 

   船橋市環境審議会規則第３条第２項により、審議会は、委員の半数以

上が出席しなければ、会議を開くことができないと定められております

が、本日は半数以上の委員が出席されており定足数を満たしていること

をご報告いたします。 
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   それでは、これからの進行については、船橋市環境審議会規則第３条

第１項の規定により、会長が議長となり議事を整理することとなってお

りますが、本日は所要のため欠席ですので、同規則第２条第３項により、

副会長は会長を補佐し、会長が欠けたときはその職務を代行することと

なっておりますので、平川副会長に挨拶と、その後の議事進行について

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

平川副会長 副会長の平川でございます。沼子会長が欠席されるとは夢にも

思っておりませんで、突然の議事進行ということでご迷惑をお掛けする

かもしれませんが、ご協力をお願いしたいと思います。 

   観測史上最速で梅雨明けし、異常気象といえるのかわかりませんが、

私達が行っている環境問題が影響しているとすれば責任が重く、先ほど

お話がありましたが、後世にこの環境を残していくことを皆さま方から

お知恵を拝借しながら行っていかなければならないと思っているところ

でございます。環境問題に関し、皆さま方の忌憚のないご意見をいただ

きながら進めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

それでは議題に入る前に、まず事務局にご確認させていただきたいの   

ですが、本日は傍聴人の方はおられますでしょうか。 

 

大谷課長補佐 はい、おります。 

 

平川副会長 傍聴者は入室してください。傍聴される方にお願いを申し上げ

えますが、傍聴券に記載の注意事項に従い傍聴していただくようよろし

くお願いいたします。 

それではまず、事務局から配布資料のご説明をお願いいたします。 

 

江森係長 それでは、配布資料の確認をさせていただきます。 

   まず、本日の次第と、説明資料が３種類ございます。まず一つ目が、

「資料１令和 3 年度船橋市環境基本計画個別施策の取組結果及び令和４

年度の目標一覧」というタイトルで A3サイズのものになります。二つ目

が「資料 2-1 船橋市地球温暖化対策実行計画の中期目標値の見直し説明

資料」です。三つ目が「資料 2-2国の計画改定による試算（見直し） に

対する詳細説明資料」です。 

資料に不足等がある方はいらっしゃいますでしょうか。 
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平川副会長 次第に沿って審議を進めたいと思います。 

 

【議  題】 

（1）第３次船橋市環境基本計画の進捗管理について 

 

平川副会長 まず、議題（1）、第３次船橋市環境基本計画の進捗管理につい

て、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

江森係長 議題（１）第３次船橋市環境基本計画の進捗管理について、ご説

明させていただきます。 

    

【資料 1を説明】 

 

平川副会長 ありがとうございました。お聞きのとおり事務局より説明があ

りましたが、御質問や御意見がございましたら挙手の上、御発言をお願

いします。 

 

角野委員 そもそも環境基本計画全体に対しての評価というのはどのように

考えていますか。個別の施策のうち８０～９０が３または４の評価で、

７割くらいが１または２の評価だと思いますが、その数を踏まえてどの

ような評価をされているのかという点と、色付きの部分もピックアップ

していただいてご説明されましたが、あえて何故この色付きの施策を説

明されたのか、共通項を見出そうとしましたが思いつくものがなかった

のでお伺いしたいと思います。 

 

中西課長 ありがとうございます。まず最初のご質問につきましてお答えし

ますが、この環境基本計画の最終的な取りまとめを先ほど秋頃にという

お話をさせていただきましたが、この個別評価と、市民・事業者に対す

るアンケートを取りまとめて評価をすることになっております。評価の

仕方が複雑になりますので、今この場で細かいお話ができませんが、比

較検討を踏まえた上で全体の評価の取りまとめをさせていただきたいと

考えておりますので、現段階では、各担当課の施策の評価がこうゆうか

たちで評価されているということをお示しし、今年度はこのようなかた

ちでスタートしているということをご報告させていただきたいと考えて

おります。年次報告書は遅くとも年内には完成させたいと考えておりま

すので、その前に年次報告書を環境審議会においてご報告させていただ
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きたいと考えております。 

   また、色付きの施策を説明させていただいた理由ですが、環境基本計

画には１５個の基本施策がございます。この基本施策の中でそれぞれ特

徴的なものを１つピックアップしたいと思いましたが、１５個ですと数

が多いということもありましたので、新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策としてできていない施策や、施策の内容によっては、例えば、土

地を所有しないと公園が整備できないなどといった財政的な理由の施策

は省かせていただいて、それ以外の特に気になる施策から今回ピックア

ップをさせていただきました。 

 

角野委員 ありがとうございます。現時点での進捗状況の共有というところ

と、大きな１５個の項目の中で環境政策課の中でコロナ以外のものでこ

れはというものをピックアップしていただいたということで理解しまし

た。ありがとうございました。 

 

平川副会長 それでは他にご質問はありますか。 

 

藤井委員 資料の見方をご説明いただきよく理解できましたが、理解できた

上でといったところですが、個別の項目のＰＤＣＡをチェックするとい

うところで、ダメという評価をできるものと、環境そのものというのは

非常に時間軸が長いものもあって、環境といったところのモニタリング

ベースでの時間がかかったり、あるいは、先ほどお話があった土地収用

であるとか、そういった社会的な理由によって時間がかかるものと当然

いろいろ内在してくる。そういった時に、同じような項目レベルで並ん

でいて４が付いているとどう評価していいのか見にくくなってきます。

そういった面では、長期の時間がかかるものについては長期時間軸の中

において、単年度で計画的にきちんとそれが遂行されているかどうか、

そういった遅れがないかといった程度の評価の視点と、単年度できちん

と評価をしていかなければいけない項目については、具体的な評価軸と

してこの３や４の明記型の評価の仕方とか、そういうかたちで少し区別

をしていただくと物の見方が、例えば私は道路系とかそういったところ

が分野的に近くなってきますので、いつになっても都市計画道路ができ

ないじゃないか、という話ですが、それは今年すぐやればパーセンテー

ジが４５．１から上がるかというとそういうものではない。しかし、全

体像としてここから作らない限り環境改善ということに繋がらないと長

期の視点を持った整備すべき要件であるといったところがどなたも間違
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いなく理解されるところなので、それに向かってちゃんと業務を遂行し

ているかどうか、その辺のチェックの仕組みを階層的になるかもしれま

せんが、区分けして取り組んでいくようなことが必要と感じています。 

   あともう一つ、個別のことで意見を言うと、例えば私は交通土木や道

路の関係のものですから、自動車のＥＶ化であるとか自動運転などが社

会的に動いている、例えばスマートシティとか、そういったような関係

の中で環境問題を考えるといったことですが、そういった時に担当課が

具体的に何処が関わってくるのかといった時と、担当課と連動してくる

ような課といったものが当然出てきます。例えば、ＥＶ車をどんどん増

やしましょう、これは確かにＣＯ₂の排出を現状のところでは減らします

が、ＥＶ車両が本当に増えるんだろうかと考えると、自動車メーカーサ

イドからすると、2030年、2040年、2050年というかたちで 10年ピッチ

で新車の販売台数を明確に数字を出しているので製造されてはくるんで

すが、それを中期の中で、あるいは、これを船橋市のなかでどれだけＥ

Ｖ化率を高められるかということを考えると各ご家庭であるとか、ご家

庭の中でも持ち家の方たちであればＥＶ車両といったものの普及が可能

になってくるんですが、あとは、公用車であるとか、あるいは、企業と

いったところの推進は進んでいきますけど、現状住まわれているマンシ

ョンなどの集合住宅などではなかなか車両転換が進んでこない。そうい

った面では、千葉市さんの方で補助事業が始まったということをお伺い

していますので、例えば、ＥＶを推進するといった側面の中では担当課

の枠組みを広げて補助事業として展開できる仕組みを派生的に考えてい

かなければいけない事業展開になってくると思いますので、縦にしたＰ

ＤＣＡというかたちでよく見える化にはなりますが、それに伴って横に

繋がらなければいけないような事業計画といったところも是非環境の特

性として事務局の方で広げていただければと思います。これらは意見で

ございます。 

 

平川副会長 ありがとうございます。ご意見でございました。なかなか評価

の仕方の中で時間軸ですとか、時点での評価が難しいという部分があろ

うかと思いますが、その点十分に念頭においていただいて評価していた

だくということが重要だと思いますのでよろしくお願いいたします。 

   他にご意見がある方はいますか。 

 

 

岩佐委員 市民の立場で強く感じる非常に具体的な話なんですけれども、６



8 

 

ページの先ほど説明の中ではないんですが、施策番号１５５です。自転

車の利用促進、これは一番の大元は健全で快適に暮らせるまちづくりを

目指してという具体的な施策になっています。大気汚染を減らすために

自転車を増やすということを目的に施策にされていますが、現状、自転

車が歩道をたくさん走っています。例えば、自転車乗車禁止の看板が出

ています。それにもかかわらず子どもから大人まで自転車に乗っていて、

信号を守らない方、あるいは坂を早いスピードで走ってくる人もいて非

常に危険であるということで自転車の通行ルールを明確にして市民の方

に認知してもらう。自転車を増やすことや道路を整備することはいいん

ですけども、その過程に危険なことはたくさんあるということを認識し

て運転者がルールを守るということを指摘するような点をどこかに入れ

られないかと思っています。ここでの話にはならないのかと思いますが

市民の立場では非常に日頃感じている点でございます。 

 

平川副会長 ありがとうございました。自転車の走行問題というのはあちこ

ちで話題になっております。特に高齢者の方たちが歩道を走行が許可さ

れたと、歩道を縦横無尽に走っていいんだという風な理解をされている

のかどうか、かなり無謀な運転をされると、高齢者だけではなく若い人

たちもそうゆう利用がされてくる。自転車の交通ルールというのはどう

なっているのか私もわからない部分もあるんですけれども藤井先生はご

意見ありますか。 

 

藤井委員 私は交通システム工学科といったところにいますが、自転車は専

門分野ではないんですが、自転車の走行空間は非常に難しゅうございま

す。以前は道路管理者といったところで行っていた建設省時代には道路

と通行帯といったところでは自転車のルール、これを行っていたんです

が、交通事故が増える、それこそ交通戦争と言われてるような１万７千

人くらいがお亡くなりになるような時に警察の交通管理者の方に自転車

等の交通ルールが変わってしまいました。それで車の事故と自転車の事

故といったところで危ないものは歩道にあげろという政策に展開してし

まいました。道路管理者と交通管理者の齟齬がその辺で出てきていると、

今それを改めて直しましょうというかたちで自転車通行帯という、通行

帯というとイメージしやすいんですが、自転車専用レーンといったもの

を設置したもの、それから自転車が通行可とした歩道の話、それから基

本は自転車というのは軽車両ですので路側帯を走行しなさいというかた

ちで通行帯を設けたもの、それから矢羽根等で自転車が通りますよとい
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ったことで通行空間を示すもの、これが今現在色々と動いております。

それを、市民全員の方が理解できているかというと、私自身も理解でき

ていないで走っていると、これが現状だと思います。そういった面では、

今自転車の問題が非常に大きいんですけれども、更に懸念しているのが

キックボード、電動キックボード自体がどうゆうかたちで地区内に入る

のかといったところもその運用方法もまだ基準が出ていません。電動キ

ックボードに関しては、速度帯１５キロ、２０キロ、それから更に４０

キロといった免許が必要かどうかといったところも含めての運用が今検

討されているということで、今ご指摘のありました自転車って何処を走

ったらいいんだろうといったようなところ、更に今度はシニアカーとい

うところで高齢者、あるいは足の不自由な方等が歩道を通行できるよう

な車両といったものもパーソナルモビリティというかたちでどんどん入

れようとしています。そうなってきた時に、その道路空間をどう活用す

るのかといったところの共通のフォーマットがまだ出来上がっていない

といったところが現状です。ですので、これから船橋市の中で何をすべ

きかといったときに、今わからないところばかりですので、みんなでそ

の辺のわからないところを解きほぐして幹線系あるいは住宅地といった

ところの地域別に問題を持ちながら意識啓発を図っていくことが大事に

なってきます。更に八街市で事故がございました。そういった面では歩

行者に対する安全といったものも兼ね備えたかたちのなかで、最近は自

転車と歩行者の死亡事故が増えてきているというところで、自転車その

ものの通行に関する規制を強化していかなければいけないといった検討

事項もございます。もうしばらく様子を見るしかないといったところが

現状だと思います。以前、荒川区さんで小学生に自転車免許・子ども免

許といったものをみんなで取りましょうという講習会を開きました。自

転車に乗る子ども達は免許証を持って安全に通行する。歩道の上は押し

て走る。それから、交差点の所も降りて押して渡る。こういったところ

を学習しているんですが、制度が無くなってしまいました。何故無くな

ったかというと全部親が駄目にしてきた。子ども達が渡ろうと降りよう

としたら、何やってるの、一緒に早く乗って行こうよと言って連れて行

ってしまう。そうすると、免許もあったものじゃないということで、社

会的なルールを全部親が壊しているという状況があって親の教育をどう

いう風にするかといったところも含めて検討しなければいけない。そう

いった面では、交通を行っている立場としてこの場でスカッと気持ちよ

く言えないところの辛さがありますが、社会的な問題としてモビリティ

の扱いを書いていかなければいけない。今、色々な都市の中で道路空間
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を分割して活用するといった動きが出ております。スマートモビリティ

やスローモビリティといったものが導入されてくる地域は、地域全体で

移動の問題を考えるきっかけにして、そういった問題を改善の方に取り

組んでいかないといけないかなと思います。おそらくそういった計画が、

計画策定が遅れているという地域公共交通計画といったところにも入っ

てきて、移動そのものを地域の中でどうやって改善していくのかといっ

たところに盛り込まれてくると思いますし、ここの中で書かれている自

転車道の走行環境整備計画といったところにも運用の仕方が表れてくる

と思います。 

もう一つ厄介になってきているのが、ＥＶ関係のところでＥバイクと

いうのもございます。電動でアシスト付きで、かつ、スポーツ型の車両

です。観光地などではＥバイクの講習をして観光周遊に使うということ

はルール化されて係員が一緒についてツアー型で回ることは増えてきて

いるんですが、最近船橋市でもＥバイクを個人で走るケースも大分見か

けていますので、そういった面では色々な多くのモードが混在するとい

うところで益々難しい問題を抱えているというのが現状です。とにかく

安全にできるような取組を日々考えなければいけないという状況にある

かと思います。 

 

田島委員 自転車のルールについては藤井委員から詳しい説明が出たんです

が、私は自転車に怖くて乗れないんです。車で左側を走っていると右側

から自転車が走ってきます。また、道路も段差があり歩道と車道を交互

に走らなければならない。要するに道路整備の問題と、それから先ほど

の交通ルールやマナーですが、警察による指導で特に中高生あたりに交

通ルールを教えてあげるようなことも必要かと思います。同時に今言っ

たような道路整備も是非行っていただければと思います。そうしないと

私は自転車に怖くて乗れないです。 

 

中西課長 貴重なご意見とお話をいただきましてありがとうございます。今

回自転車の走行整備ということでお話がございましたので、今頂いたご

意見やお話につきましては、関係部署に情報を共有させていただきたい

と思っておりますで宜しくお願い致します。 

 

平川副会長 ありがとうございます。この問題非常に難しい問題を含んでお

ります。先ほどのお話がありました車線走行の問題、歩道から車道に飛

び出してくると反対車線走行になり道路交通法上どうなんだということ
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を私も年中体験をしております。この役所の中で環境部を超えてしまっ

ている問題も多々ございますので、横断的に内部でお願いをできればと

思います。 

   他にご意見ありますか。 

 

熱田委員 評価方法について伺いたいんですが、令和４年度は予算が決まっ

ていると思うんですが、先ほど予算に関係するものは説明から外された

とのことですが、例えば１ページの一番右の再エネの導入の部分ですが、

小中学校、公民館に太陽エネルギー利用設備の設置ということで書かれ

ていますが、この段階で予算がないから設置予定はないというところと、

建て替えや新築工事の際は導入を検討すると書いてありますが、予算は

決まっていらっしゃいますのでこの時点でできるかできないか決まって

いると思います。それにもかかわらず、今年度検討しますと書いてあり

ますが実質不可能かと思いますので、もう６月ですから当初予算の事業

と照らし合わせた目標を書かないと心だけはこうですということでは予

算的措置のない事業はこの後全て４になっていくと思うんですが、予算

予定がなく設置予定がないのに評価が３など、評価の１から４の説明も

今一つわかりづらいですし、実際に行われる予算のある事業とのマッチ

ングをされた上で４年度の目標をきちっと説明していただかないと、予

算が関係するものは外しましたという評価をされてしまうのであれば心

意気が感じられないと思います。特に再生可能エネルギーを小中学校や

公民館に置くことは防災面でも県も推進しているところで避難所活用の

際に非常に重要ですので、市として全体の中で何年か計画で年間何施設

設置していくというような計画を持たれないと、いつまでもその予算の

せいで後回しされてしまうとできていかない事業もありますので、長期

的な予算部局との説明をしながら色々なところで多角的に取り組んでい

かれないとこういったものは進まないのでそういった努力を進めるべき

だと思います。 

 

御園生部長 ありがとうございます。全体を通しての評価の関係で、先ほど

ご意見をいただいた点も含めて、私からお話させていただきたいと思い

ます。今日このようなかたちで施策に対する令和３年度の評価と令和４

年度の目標を出させていただいたわけでございますが、本市としまして

環境基本計画の個別施策に対する環境審議会の中でのＰＤＣＡを回すた

めのご意見をいただきたいとしたことは今回初めてさせていただきまし

た。これは、環境基本計画の進捗状況管理という部分が十分になされて
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こなかったという事実がございます。この中では当然そこの一番大元に

ある環境部だけではない市全体の施策管理をどのようにしていくのか、

先ほどお話いただいた通り、その中には確かに単年度で評価すべきもの

と中長期評価をすべきもの、この辺についても先ほど大変いいご意見を

いただきましたので、次年度に対して活かしていきたいと思います。 

それと、当然予算を伴う話はおっしゃる通りでございまして、令和４

年度で予算を伴っていないものに対しては実施ができないものが多くご

ざいます。昨年度予算要求したもので予算反映できているものにつきま

して、当然予算に伴った実施の計画ということで当然担当課にもその辺

を含めて、これは毎年スパイラルにやっていく必要がございますので、

その点につきましては、現年分につきましては現年分の予算を含めたか

たちでの計画の進捗状況の書き方ということを、今回色々試行錯誤して

担当もやっておりましたが、いつまでに何をどのようにということで書

かせるということも含めて来年度以降この進捗状況管理をする上では委

員の皆さまにお示しできるようにしたいと考えております。 

それともう一点、これは本来であればゼロカーボンシティ推進室の方

からお話すればいいことかもしれませんが、避難所施設における太陽光

パネル、それと、蓄電設備につきましては、実は予算を伴うものではご

ざいませんで、ＰＰＡ方式と言いまして、民間事業資産を活用して市は

その施設を貸すかたちになるんですけれども、そういったかたちで予算

を伴いませんが令和４年度、令和５年度で現状では１０６施設に対して

太陽光パネルと蓄電設備の設置を進めているところでございます。先ほ

どのお話の予算とは切り離して計画を進めておりますが、この点につき

ましてもまた改めて進捗状況を含めてご報告したいと思います。 

今年度、廃棄物での発電、これは今まで売電しておりましたが、地産

地消として電力を使用していくということで、今年度４月から高瀬下水

処理場の電力として清掃工場で発電した電力をそちらの方に送電してご

ざいます。これは託送事業と言いまして、東京電力パワーグリッドの送

電線を使用させていただくわけでございますが、それによって送電して

足りない電力については１００％自然エネルギーのもので負荷追従しま

す。これについては計画として来年１０月からこの本庁舎についても同

じように廃棄物発電とカーボンゼロエネルギーで電力については１０

０％カーボンゼロにしていきます。その後について、まだまだ余りある

廃棄物発電は他の公共施設にどれだけ送れるか、これについての検証事

業を今年の４月から始めているということでございます。 

長くなりましたが、評価に関しましては今回こういったかたちで提出
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させていただきましたが、委員の皆さまからたくさん意見をいただいた

ものを次回以降に活かしていきたいと思っておりますので宜しくお願い

致します。 

 

平川副会長 色々ご意見多く出ましたけれども次の議題に移らせていただき

たいと思います。ただ、今聞いた中で、財政当局に予算をもらえないか

らこれだけしかできなかったという、その辺は十分に事務局の方でも予

算がないから計画が進まず評価が低いため予算をもらえないかというこ

とを一つの方法としてはどうかと思います。 

   それでは、次の議題に移らせていただきます。議題（２）船橋市地球

温暖化対策実行計画の中期目標の見直しについて、事務局より説明をお

願います。 

 

吉澤室長 議題（２）船橋市地球温暖化対策実行計画の中期目標について、

ご説明させていただきます。 

    

【資料２－１、２－２を説明】 

 

平川副会長 ありがとうございます。今までの日本の電源構成が 2030年度、

1兆 650億 kWhとされていたものが、9,340億 kWhに軽減されましたと、

よってその部分の削減率を加味しましたよということですかね。それで

計算すると資料２－１の１の部分で、家庭部門 451 千 t-CO₂だったもの

が、602千 t-CO₂になりますよということですかね。更に船橋市は目標を

33千 t-CO₂を上乗せして結果として 46％の削減を目指しますということ

ですね。わかりました。非常に厳しく難しく大変な数値だろうと思いま

すけれども、今そうゆうことで説明をいただきましたけれども皆様方ご

意見、ご質問等ございますればお願い致します。 

 

熱田委員 資料２－１の３の改定後の目標の期待値の部分について教えてい

ただきたいんですけれども、家庭部門の 33千 t-CO₂ですか。ここの部分

は市民の方々なので市として施策をやっていけることがあるのかなと思

いますが、一方で運輸部門の 134 千 t-CO₂のこの部分をどのように施策

として進められるのかがすごく不思議なところがあって、私も大気保全

課という行政をやってきたんですけれども、ディーゼル車の電動車への

切り替えって非常にハードルが高くて、そこは切り込めないとこれだけ

の減少量はかなり難しいと思うんですが、市で何かできていかないとな
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かなか難しいと思うんですけど、期待値というのはあくまでも社会情勢

なり世の中が変われば減るんでしょうけど、そのような考え方なのか教

えていただきたいと思います。 

 

吉澤室長 ご意見ありがとうございます。確かにですね、期待値というとこ

ろで社会情勢の変化というところを見込んでいるところはおっしゃる通

りでございます。しかしながら市としてできるところ、例えば、補助額

の増額だとか、また、公用車のＥＶ化についても、あくまでもガソリン

車等そういったかたちになるかと思いますが、その辺も今後ＥＶ車の部

分につきましても、社会情勢の期待値というところで入れているところ

でございます。 

 

御園生部長 期待値に対しての追加のご説明ということになりますが、先ほ

ど藤井委員からお話があった通り、国は新車登録に関してのＥＶ化とい

うことを決めております。これは運輸部門におけます家庭での自動車、

あるいは、貨物等のトラックを含めたかたちの中で、ＥＶ化の中としま

しては、電気自動車だけではなくハイブリッドも含めるかたちになりま

すけれども、この辺の新車登録については 2035 年だったかと思います

が、新車登録については全てＥＶ化にしています。この流れの中の部分

の期待値という言い方で大変恐縮ですが、当然その電気自動車に関して

の充電設備に関しては、先ほどお話があったように例えば共同住宅の問

題であったりとか、幹線道路沿いでの一定距離ごとの充電設備であった

りとか、多分こういったことに関して国、県あるいは市町村も含めて今

後の対応としてそういう充電設備がきちっと整わなければ、それと両輪

で動いていかなければ、当然その新車登録が進んだとしてもＥＶ化には

動いていかないということもございますので、現時点におきまして船橋

市として、例えば充電ステーションをどうすると具体的にあるわけでは

ないので、将来を見通したＥＶ化の流れの中では、当然市としての役割

というのも出てくると思っておりますけれども、現時点においては、そ

ういったところの期待という部分では方針決定の中で削減効果というの

は今後より一層見込めるだろうと思います。ＥＶ補助に関しても当然市

として今年度より始めておりますが、その辺についても必要な部分の拡

充というのはしていく必要があるだろうと考えております。 

 

藤井委員 今、お話があった観点のところ、2番目の 41.6％といったところ

までは皆さん理解できるところで、あとはその上澄みの部分を市民の思
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いとしてそこまで持ち上げるんだといったところのゼロカーボンシティ

として打ち上げた、それこそ船橋市が環境リーダーとしてこれから千葉

県の中でもリードしていくんだと、そういった思いがここに込められて

いるといったようなことを是非ＰＲという言い方がいいのかわかりませ

んが、市民の方にも知っていただく、それくらい力を入れた取組をこれ

から推進しますと、それにあたっては一人一人が取り組むような、ある

いはサポートするようなことも組み合わせなければいけないし、企業が

取り組んでいくこと、こういったものを合わせないといけないと思いま

す。もちろん、他力本願的なところもあることは間違いないです。イン

フラの部門でも海外では高速道路等ではＥＶを道路の通行帯のところか

ら電気を補充して通行するとか、そういったインフラ整備は出来上がっ

てきていますので、例えばそうゆうものが将来的に移動の空間の中で出

来上がってくれば そういったものを期待値として持つのではなくて、

まずは個人が環境に向き合った時に何をすべきなのか、自分たちででき

ることは何なのかといったところのなかで、ある意味環境負荷の少ない

単にＥＶを持たせるということではなく、何故ＥＶなんだろうといった

ようなことを考える機会といったところを設けるべきです。ただ、現状

の中ではＥＶを使うといったところは、走っている時は問題ないんです

けど、使っているのはまだ火力といったところを考えると、これはまだ

まだ環境負荷を与えていると、じゃあそういったところをモードシフト

していくような再エネに関するような取組も進めなければいけないんだ

と、セット型のところで説明をしていって理解を深めていくようなアプ

ローチといったところを是非この環境審議会の中のゼロエミッションと

か、ゼロカーボンとか色々な言葉が今出ていく中で単なるＥＶではなく

てＺＥＶというような言い方もして、ゼロエミッションじゃないと環境

負荷を与えちゃうよというくらいのところも広めていくようなことを是

非この場から発信していただけるとありがたいなと思います。また私も

地球温暖化協議会のふなエコにも関わっていますので、そういった面で

は市民と、あるいは企業の方たちと、そういったものをどう推進するか、

そういったところの推進の仕方みたいなところも是非皆さま方のご意見

をいただきながら共有して進めていきたいなと改めて意識したところで

ございます。 

 

中西課長 貴重なご意見ありがとうございます。今いただいたようなご意見

を踏まえながら、これは船橋市だけではなく他市もそうだと思いますけ

れども、どうしてもこの家庭系といった市民に対するお願いとか期待と
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いうのは大きいところがございます。当然本市としてもそういったとこ

ろがございますけれども、ごみの分野もそうなんですが、事業系のどち

らかというと大企業ではなく中小企業の事業者様にも周知啓発が足りな

いところがございますので、今後省エネセミナーというかたちでそうい

った事業者様にも再エネの導入がどういったものかということをご説明

しながら広めていきたいということも考えてございますので、そういっ

たところも含めて全体的なところで周知啓発を強化していきたいと思っ

ておりますので宜しくお願いしたいと思います。 

 

平川副会長 ありがとうございます。藤井先生からどのように市民に対して

発信していくかという部分が非常に重要な問題で、審議会の委員さん大

勢いらっしゃいますが、団体を代表して来ていただいている委員さん、

私もそうですが、それぞれの団体の中で情報発信を的確にしていただき

たいと思います。皆さん方にいろいろご意見をお聞きしていきたいとこ

ろですが、宜しければ、谷合先生に先進工学の面で今後の行き先という

のがどう見通せるのかというところも含めてコメントをいただければと

思います。 

 

谷合委員 先進工学部というところにはいますが、どちらかというと再エネ

の方からお話をしようかと思います。船橋市には実は非常に大きなポテ

ンシャルがあると思っているのが、実はごみの発電、廃棄物処理施設で

のごみ発電をしていますし、もう一つ言えば、メタン発酵の発電施設、

バイオマス系の発電施設が市内にあります。このバイオマス系の発電施

設は教育とか食品産業とか非常に多分野と相性がいいんです。そういう

発電施設を持っています。今のところまだ本格的に運用していないのか

もしれないなと思っていますが、学校教育の中での給食の廃棄物をどう

やってエネルギーにしていくかというところを取り組んでいる事業者さ

んや、今のところ、多分大手の食品コンビナートみたいな所から出てく

る食品廃棄物を中心にエネルギー源にしている発電設備だと思うんです

けど、そうゆう所と家庭の生ごみとか食品廃棄物、学校給食の食品廃棄

物みたいなものが繋がってくると、一つの教育の場としてそうゆうもの

も使えますし、出てくる電力をさっきのように市で直接買い上げてもい

いし、学校みたいな所の電源として、そうゆう所で発電した電力を活用

することができれば、市として非常に大きな再生エネルギー源になると

思っています。というのも、先ほどの期待値のところなんですけど、家

庭部門と運輸部門で全てを吸収するというのは非常に難しいと思いま
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す。そこは、もう少し企業の人達の努力を船橋市として求めていかない

と、おそらくこの４６という数字は実現できない。その時に企業はメリ

ットが必要なのと、自分の会社のメインの活動にどれだけコミットして

くれるかというところを市としても出していただかないとなかなかコミ

ットしてもらえない。その時に企業として出てくる廃棄物がエネルギー

に変えられる、そこを行政が場を提供してあげて原材料になる廃棄物を

事業系からとって、場合によっては学校の給食からとって、それを処理

して電力を作って地産地消で市内で消費することでエネルギーと廃棄物

の問題を同時に達成する。それは非常に大きな教育の場になるのでそう

ゆう所を社会科見学するとか。実はそれは南部清掃工場の見学と併せて

やると一つのエコツアーのようなかたちのプランを立てられるはずなん

ですね。実は船橋市内はそうゆうものが割と臨海部にまとまっているん

ですね。それをもっと上手に活かせばいいのになと、逆にもっと上手に

活かさないと、この４６というのは絵に描いた餅になってしまって到底

実現できない。そこにどれだけ地元の市民や学校、企業という多様な主

体が関われる。多分、最初からそこに皆さん参加してねと言ってもそれ

ぞれが二の足を踏んでしまうので、そこは行政という中立的なところが

場を作ってあげる。その場の一つが環境審議会になればいいなと思って

いて、まさしくそうゆう役者が揃っている審議会ですので、今回に限ら

ずこの具体的な４６を実現していくためのプロセスにどれだけみんなが

それぞれの立場でコミットできるかということを話し合える場になった

らいいなと思っています。この４６の期待値の部分が全然期待ではなく

て、数字を実現できるために皆さんがどれだけコミットできるかをここ

で審議できたらいいなと思っています。 

以上が１つ目で、もう一つが、チャレンジゼロカーボンシティの中面

のページですが、もう少し具体的にやってもいいのかな思います。お題

目だけで、このページがもう一つ踏み込んで関われる部分がないと、何

処かで聞いたようなお題目止まりだなと思いますので、これは多分でき

たての概要版だと思いますので我々の審議会でももう少しみんなが取り

組めるかたちが提案できるといいかなと思います。 

 

御園生部長 貴重なご意見大変ありがとうございました。バイオマスに関し

てお話させていただきます。本市では高瀬と西浦の下水道施設でバイオ

マス発電を進めているところでございますが、今お話をいただいたよう

な学校給食残渣、それと、例えば保育園や病院など、まず公共施設から

発生する残渣に関して、それと事業者の部分で言いますと、食品ロス対
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策の関係もございまして食品コンビナートの各企業にアンケートをとら

せていただいております。残渣がどれくらい出ていて、その残渣処理を

どうしているのか、その辺りの調査をしているところでございます。バ

イオマス発電で一番難しいところとしましては、回収してきたものが袋

で回収した場合にその袋をどう除去するか、これが一番懸念があります

が、それについても民間設備で割と有用な設備が検討できましたので、

来年度に向けてこのバイオマス発電の更なる取組を進めるべく、環境部

主体で進めていく予定でございます。この辺の進捗状況につきましては

また改めてご報告させていただきたいと思います。 

 

谷合委員 その話は是非教育委員会にお願いしたいと思っています。つまり

そうゆう現場を子ども達が体験できるという機会を作っていただきたい

んです。かたちになってからお披露目しますということも勿論いいと思

いますが、特に学校の先生方はそうゆう最先端なことをこの市の中でや

っていることを多分知らないですし、そうゆう所に子ども達が一緒に見

に行ける機会が作れると非常に大きな環境教育になると思います。これ

は行政が持っている非常に大きな教育インフラでもありますので、学校

の先生達にそうゆう場を感じていただきたいと思っています。 

 

横堀委員 学校教育の方でどのように取り組めるかというお話ですが、職員

から勉強していくということは第一歩だと思います。授業に落とし込ん

でいくにはどうしたらよいのかということも含めまして、教育課程とし

て組み込まれているのは、どちらかというと小学校ですが、中学校だと

社会科、理科の最後のところで環境教育というかたちで入ってくるとこ

ろでございます。例えば市教研というかたちで千葉の教育課程研究協議

会というところで小学校、中学校と各教科の担当に分かれて学習してい

ますので、例えば社会や理科の先生が実地の部分を研修することを働き

かけて、私も理科部会の顧問をしておりますので、そのように話を進め

ていくことは可能ではないかと考えております。 

 

田島委員 一つは、２６％の中間目標でしたが、２０５０年度のゼロカーボ

ンというのはほとんど不可能に近い数字だと思うので、それを４６％に

したというのは評価できると思います。ただ、他の委員さんが言われた

ように色々なネックもあるようですので、その辺をどうクリアしていく

かがこれからの課題ではないかなと感じますので、一緒に考えていきた

いと思います。 
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中西課長 皆さまの机の上に概要版を配布させていただきましたが、今回は

本編をお持ちいただけるかわかりませんでしたので、概要版を配布させ

ていただいております。先ほどお話いただいた概要版の中身につきまし

ては、この本編の方に施策として掲載していますので、今後市民や事業

者等に周知啓発していくにあたりまして、この内容を丁寧にご説明しな

がら周知啓発をしていきたいと考えております。 

 

平川副会長 ありがとうございました。皆さま方、色々とご意見をいただい

たところでございますけれども、お時間でもございますので、他にご意

見なければ本日の会議を終了させていただきたいと思います。 

   それでは最後に事務局から何かありますればお願い致します。 

 

江森係長 本日の会議録につきましては、作成後、委員の皆様へ送付し、確

認していただいた後に公表いたします。お手数ですが、会議録の確認に

ご協力をお願いいたします。 

   環境基本計画の進行管理においては、年次報告書を作成し、ホームペ

ージ等を通じて広く公表し、施策・取組を見直し、継続的な改善に取り

組むこととしております。今後、年次報告書について、環境審議会に報

告をさせていただき、ご助言をいただくこととなっております。具体的

な日時については、現在のところ未定ですが、開催が決まりましたら改

めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。     

 

平川副会長 ただ今の説明に対しまして、質問等はございますでしょうか。 

   それでは、以上で令和４年度第１回船橋市環境審議会を終了させてい

ただきます。ありがとうございました。 
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